
 

合 併 後 の 住 所 に つ い て  

 

合 併 に 伴 い 平 成 22 年 3 月 29 日 か ら 住 所 表 示 が 変 更 に な る 地

域 が あ り ま す の で 、 下 記 を ご 参 照 く だ さ い 。  

な お 、 地 番 の 変 更 、 郵 便 番 号 や 電 話 番 号 （ 市 外 局 番 ） の 変 更 は

あ り ま せ ん 。  

 

（ １ ） 取 扱 い  

 ・ 新 市 の 名 称 が ｢栃 木 市 ｣に な り ま す 。  

 ・ 現 在 、 住 所 に 含 ま れ る ｢大 字 ｣を 削 除 し ま す 。  

 

（ ２ ） 具 体 例  

【 合 併 前 】 下 都 賀 郡 大 平 町 大 字 富 田 ５ ５ ８ 番 地  

             ↓  

【 合 併 後 】 栃 木 市  大 平 町   富 田 ５ ５ ８ 番 地  

 

（ ３ ） 市 町 別 の 取 扱 い  

① 現 ・ 栃 木 市 の 区 域  

   住 所 表 示 の 変 更 は あ り ま せ ん 。  

 

② 大 平 町 の 区 域  
現 行 の 住 所 表 示  合 併 後 の 住 所 表 示  

大 平 町 大 字 富 田  大 平 町 富 田  

大 平 町 大 字 西 山 田  大 平 町 西 山 田  

大 平 町 大 字 下 皆 川  大 平 町 下 皆 川  

大 平 町 大 字 横 堀  大 平 町 横 堀  

大 平 町 大 字 牛 久  大 平 町 牛 久  

大 平 町 大 字 土 与  大 平 町 土 与  

大 平 町 大 字 蔵 井  大 平 町 蔵 井  

大 平 町 大 字 川 連  大 平 町 川 連  

大 平 町 大 字 真 弓  大 平 町 真 弓  

大 平 町 大 字 下 高 島  大 平 町 下 高 島  

大 平 町 大 字 上 高 島  大 平 町 上 高 島  

大 平 町 大 字 北 武 井  大 平 町 北 武 井  

大 平 町 大 字 新  大 平 町 新  

大 平 町 大 字 西 野 田  大 平 町 西 野 田  

大 平 町 大 字 榎 本  大 平 町 榎 本  

大 平 町 大 字 西 水 代  大 平 町 西 水 代  

下 都 賀 郡  

大 平 町 大 字 伯 仲  

栃 木 市  

大 平 町 伯 仲  



③ 藤 岡 町 の 区 域  
現 行 の 住 所 表 示  合 併 後 の 住 所 表 示  

藤 岡 町 大 字 部 屋  藤 岡 町 部 屋  

藤 岡 町 大 字 新 波  藤 岡 町 新 波  

藤 岡 町 大 字 石 川  藤 岡 町 石 川  

藤 岡 町 大 字 帯 刀  藤 岡 町 帯 刀  

藤 岡 町 大 字 緑 川  藤 岡 町 緑 川  

藤 岡 町 大 字 西 前 原  藤 岡 町 西 前 原  

藤 岡 町 大 字 蛭 沼  藤 岡 町 蛭 沼  

藤 岡 町 大 字 富 吉  藤 岡 町 富 吉  

藤 岡 町 大 字 中 根  藤 岡 町 中 根  

藤 岡 町 大 字 藤 岡  藤 岡 町 藤 岡  

藤 岡 町 大 字 内 野  藤 岡 町 内 野  

藤 岡 町 大 字 下 宮  藤 岡 町 下 宮  

藤 岡 町 大 字 赤 麻  藤 岡 町 赤 麻  

藤 岡 町 大 字 大 前  藤 岡 町 大 前  

藤 岡 町 大 字 甲  藤 岡 町 甲  

藤 岡 町 大 字 都 賀  藤 岡 町 都 賀  

藤 岡 町 大 字 大 田 和  藤 岡 町 大 田 和  

下 都 賀 郡  

藤 岡 町 大 字 太 田  

栃 木 市  

藤 岡 町 太 田  

 

④ 都 賀 町 の 区 域  
現 行 の 住 所 表 示  合 併 後 の 住 所 表 示  

都 賀 町 大 字 合 戦 場  都 賀 町 合 戦 場  

都 賀 町 大 字 平 川  都 賀 町 平 川  

都 賀 町 大 字 升 塚  都 賀 町 升 塚  

都 賀 町 大 字 家 中  都 賀 町 家 中  

都 賀 町 大 字 原 宿  都 賀 町 原 宿  

都 賀 町 大 字 木  都 賀 町 木  

都 賀 町 大 字 臼 久 保  都 賀 町 臼 久 保  

都 賀 町 大 字 大 橋  都 賀 町 大 橋  

都 賀 町 大 字 富 張  都 賀 町 富 張  

都 賀 町 大 字 深 沢  都 賀 町 深 沢  

下 都 賀 郡  

都 賀 町 大 字 大 柿  

栃 木 市  

都 賀 町 大 柿  

 

（ ４ ） そ の 他  

   国 、 県 等 か ら 免 許 の 交 付 や 許 認 可 を 受 け て 事 業 等 を 営 ん で い る 方 は  

住 所 変 更 の 届 出 等 の 手 続 き が 必 要 と な る 場 合 も あ り ま す の で 、 詳 し く  

は 合 併 協 議 会 だ よ り 第 １ 号 ・ 第 ２ 号 を ご 参 照 く だ さ い 。  

《 協 議 会 だ よ り 掲 載 ペ ー ジ 》  

http://www.tot ig i-gappei . jp/toft/60_dayori/dayor i .html  
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